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確定申告のお知らせ 税務課　
☎（55）7123

 津島税務署　☎（26）2161　※電話は自動音声により案内しています。音声案内に従い「２」を選択してください。

開設期間：２月 16日（水）～３月 15日（火）  市役所閉庁日（土・日曜日、祝日）を除く。
申告会場：市役所　南館１階　会議室１－３・１－４
　　　　　立田庁舎　１階　第１会議室
　　　　　八開地区コミュニティセンター　１階　会議室１－１・１－２
　　　　　佐織庁舎　２階　第１会議室、第 2会議室
開設時間：午前８時 30分～ 11時　午後１時～４時
　　　　　※「番号表」は当日午前８時から配布します。オンラインで事前に予約できる仕組みも試験
　　　　　　的に導入する予定です。

例 １　個人番号カード（番号確認と身元確認）
例 ２　通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）
(注 ) 控除対象配偶者および扶養親族の方の本人確認書類の提示または写しの添付は不要

●税務署からのハガキ、源泉徴収票など
●「利用者識別番号等通知」をお持ちの方は、ご持参ください。
●生命保険料および地震保険料の控除証明書、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書、国民健康保
　険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額確認書など
●医療費控除を受けられる場合は、医療費控除の明細書（指定様式があります。）
※「医療費控除の明細書」は、領収書に基づき [人ごと、医療機関ごと ]に金額を記載する必要があるた
　め、必ず事前に作成しておいてください。
※青色決算書や白色収支内訳書は、作成しておいてください。

新型コロナウイルス感染症対策を下記のとおり実施します。申告期間中は、感染拡大防止の観
点から、申告書の郵送提出や e-Tax による確定申告にご協力をお願いします。

【自宅からの e-Tax 申告のお願い】
　令和３年分の確定申告では、感染症対策の観点を踏まえ、マイナンバーカードを利用したり、
税務署が発行するＩＤ・パスワードを利用し、自宅などから納税者ご自身のスマホやパソコンに
より e-Tax で申告していただくようお願いします。

注意事項　・入場の際に、検温を実施します。37.5 度以上の発熱が認められる場合は入場
　　　　　　をお断りさせていただきます。
　　　　　 ・ご来場の際は必ずマスクを着用していただき、できる限り少人数でお越しく
　　　　　　ださい。

【確定申告会場の運営について】
●申告相談　　※電話による事前予約は１月 14日（金）まで
　相談開始日：１月 17日（月）から
　開設場所：津島税務署　会議室　
　　※会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要
　　　「入場整理券」は当日配布、または、LINE アプリを使ったオンラインでの事前発行の二通
　　　りで配布されます。
●確定申告会場
　津島税務署では、所得税、個人事業者の消費税および贈与税の確定申告会場を次のとおり開設
　します。
　確定申告会場：津島市文化会館　小ホール
　開設期間：２月16日（水）～３月15日（火）※土・日曜日、祝日は除く。ただし、２月20日（日）・
　　　　　　27日（日）に限り開設します。
　開設時間：午前９時～午後５時（入場には「入場整理券」が必要です。）
　　　　　　※入場整理券の配布状況によっては受付を早めに終了する場合があります。

　過年分（令和２年分以前）の確定申告、住宅取得後１年目、分離譲渡所得、個人事業主などで青色決
算書や白色収支内訳書が未作成の方や作成の相談をされる方、雑損控除、仮想通貨（譲渡）、消費税、
贈与税、相続税に係る申告については、津島税務署（津島文化会館申告会場）での申告となります。市
役所申告会場では受け付けできません。

申告に必要な書類（申告内容によっては異なります。）

◆新型コロナウイルス感染症対策に伴うお願い◆

◆津島税務署（津島文化会館申告会場）で受付の申告

立田庁舎・八開地区コミュニティセンターについては、隔日開設します。
（開設日：立田会場は偶数日・八開会場は奇数日）
◎各会場では、３密を避け、来場者の感染防止対策として、入場制限などを行います。
◎感染対策を講じるため、受付を早めに終了する場合があります。

申告書の提出の際は、マイナンバー（12桁）の記載が必要です。
（本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。）

●入場人数の制限
　申告会場に入場できる人数を制限させていただきます。受付で番号表を受け取った後は、
　入場時間まではお車などでお待ちいただきます。
●消毒、飛沫対策など
　・会場に消毒液を設置します。会場のテーブルやイスは適宜、消毒作業を行います。
　・待合室では、席の間隔を開けて座っていただきます。
　・職員と対面でお話しになる場合には、飛沫防止シートを設置します。

【市の対策】

【来庁する方へのお願い】
●検温のお願い
　受付時の検温にご協力をお願いします。来庁の際は、事前にご自宅で検温していただき、
　体調不良・発熱などの症状がある場合は来庁をご遠慮ください。
●マスク着用、手指消毒のお願い
　申告会場に入場する際は、マスクの着用および手指消毒をお願いします。
●来庁は少人数で
　3密を避けるため、できる限り申告される方のみ来庁をお願いします。

◆令和３年分所得税確定申告について◆

 詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉」
　https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
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